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２０２６年度 学術研究奨励金応募要項【人文科学部門】 
公益財団法人 三島海雲記念財団 

 

自然科学と人文科学の学術研究において、将来の発展が期待できる優れた研究を支援する

ことを目的としています。また、若手研究者及び女性研究者の積極的応募を期待します。 
 

１．対象分野 

人文科学部門 ：アジアに関する人文社会科学諸分野の学術研究 (日本に関わる研究

も助成対象とします。) 
 

２．助成の種類と内容 

 １）助成の種類 

学術研究奨励金は「個人研究奨励金」と「共同研究奨励金」の２種類に分類します。 

  （Ａ）個人研究奨励金 

     個人研究を対象とし、応募する研究者個人に対する助成金ですが、共同研究者のあ

ることを妨げません。 

  （Ｂ）共同研究奨励金 

     複数の研究機関又は異なる部局の研究者が、共通の課題について、共同して行う研

究を対象とし、共同研究グループに対する助成金です。  

※「個人研究奨励金」と「共同研究奨励金」の申請書は様式が異なりますので御留意 

ください。 

２）助成金額及び採択件数 

  （Ａ）個人研究奨励金   

1件100万円以下 44件程度  

総額 4,400万円程度  ※2025年度実績 4,000万円 

 （Ｂ）共同研究奨励金   

1件 200万円～500 万円 4件程度 

総額 2,000万円程度 ※2025 年度実績 1,984万円 

３）助成期間      

原則として１年間（2026年7月～2027年6月） 
 

３．応募資格 

（Ａ）個人研究奨励金 

①日本の研究機関に所属する研究者（国籍は問いません）、及び海外の研究機関に所属す

る日本国籍研究者 

②上記研究者には、大学院博士後期課程在籍者(及びそれに相当する大学院学生)を含み

ますが、大学院博士前期課程（修士課程）及び学士課程在籍者は応募対象外となりま

す。  

③年齢制限はありません。 

④事務連絡などについて日本語で対応できる方。 
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（Ｂ）共同研究奨励金 

①代表研究者が応募してください。 

代表研究者は、複数の研究機関又は異なる部局の研究者が、共通の課題について、  

共同して行う研究組織を代表し、計画の推進、取りまとめ等に責任を持つ者とします。 

②代表研究者は国内の大学、研究機関に所属することとします。共同研究者は国籍、所

属研究機関の所在地(海外も可)を問いません。 

③年齢制限はありません。ただし、代表及び共同研究者には大学院博士後期課程在籍者

(及びそれに相当する大学院学生)は含みますが、大学院博士前期課程（修士課程）及

び学士課程在籍者は対象外です。 

④共同研究者の内 1名は、代表研究者と異なる外部研究機関あるいは部局に所属してい

ることを必要とします。 

⑤原則として、分担研究費が 100万円以上の共同研究者が一人以上加わることを必要と

します。 
 

４．応募資格に関する留意点 

①「共同研究奨励金」の代表研究者及び共同研究者は「個人研究奨励金」に申請するこ

とはできません。また、他の「共同研究奨励金」の共同研究者に加わることもできま

せん。 

②2023年度以降に当財団から三島海雲学術賞、学術研究奨励金及び特定研究助成金を受

贈された方の応募は出来ません。また、他の「共同研究奨励金」の共同研究者に加わ

ることも出来ません。 

③当財団助成対象期間に、同一又は類似申請研究課題で、他の民間助成財団の助成が 

すでに決定している方は応募出来ません。 

④公的助成(科研費等)に係る大型研究プロジェクト(間接経費を除く助成総額2,000万

円以上)の受領が決定(内定含む)した代表者は応募することが出来ません。 

⑤「個人研究奨励金」には、上記③、④に加え、民間助成と公的助成の間接経費を除く

単年度の助成合計額が100万円以上となる方は応募出来ません。 

⑥本助成金の採択通知前に、上記③、④、⑤の条件に合致する民間および公的助成を受

けることが決まった場合は、その旨ご連絡いただき申請を取り下げていただきます。 

⑦民間企業に所属している方や助成期間中に民間企業に就職を予定される方は応募出

来ません。また、共同研究者に民間企業に所属している方が含まれている場合も応募

は出来ません。 
 

５．推薦者 

１）所属機関の部局長(所属長)、または、これに準ずる方の推薦を必要とします。 

      ①大学：学部長、大学院研究科長又は研究所長 

      ②公立研究所及びその他民間を除く研究機関の長 

      ③大学院生の場合は指導教官も可とします。 

２）「個人研究奨励金」の推薦者は複数の推薦を可とします。 

「共同研究奨励金」の推薦件数は一推薦者につき１件までとします。 
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６．助成の対象となる費用 

１）研究に直接必要な経費とします。 

なお、研究機関又は研究室全体の間接経費・一般管理費（オーバーヘッド）は原則とし

て対象外とします。 

２）他の研究機関・組織に転任する場合は、本人に対する研究助成金として新たな研究機関・

組織に移し換えを行うこととします。 
 

７．助成の対象とならない研究 

①営利目的、又は営利につながる可能性の大きい研究 

②他の機関からの委託研究 

③実質的に完了している研究 
 

８．応募方法 

当財団ホームページ（https//:www.mishima-kaiun.or.jp）のWebシステム(研究助成申請

システム)で応募してください。Webシステムは2026年1月9日よりアクセス可能になりま

す。なお、応募方法の詳細はホームページの「応募手順」をご確認ください。 
 

９．応募受付期間 

   2026年 1月 9日(金)～2 月 28日(土) 
     

10．選考方法 

当財団の学術委員からなる選考委員会の選考を経て理事会で決定します。 
 

11．選考基準 

以下の諸点に重点を置き選考します。 

（Ａ）個人研究奨励金 

①学術的・社会的要請が大きい研究 

②独創性に優れ、他の研究の端緒となる可能性のある研究 

③研究計画が充分に検討されていて目的達成の可能性が高い研究 

④国･企業等の補助、助成が得難く当財団事業目的に沿った研究 

⑤若い研究者の萌芽的研究 

（Ｂ）共同研究奨励金 

   上記、①～⑤に加え、 

⑥複数の研究機関、異なる部局の研究者による共同研究 

⑦助成金は共同研究者と適切に配分されていること。 
 

12．選考結果通知 

採否の結果は、2026年 6月中旬までに申請者宛に通知します。また、本財団ホームページ

等で公表します。なお、採否の理由についてのご質問にはお応えいたしかねますのでご了

承ください。 
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13．助成金の贈呈  

2026 年 7月上旬を目途に指定銀行口座(銀行振込)に交付します。なお、2026年７月 10日
(金)に贈呈式を予定しております。採択決定者の方はやむを得ない場合を除きご出席くだ
さい。 
 

14．奨励金に対する税法上の特典 

本財団助成金は、昭和 44年 10月 17日付大蔵省公示第 96号により所得税免税の特典があ

ります。 
 

15．研究成果等の報告 

１）助成期間満了後の 2027年７月 20日までに、研究報告(｢研究報告書｣並びに｢研究成果概

要｣)及び収支報告書を提出して頂きます。 

２）提出いただく研究報告書は、デジタルにて当財団に保管し、当財団ホームページへ掲載

する他、科学技術振興機構、国会図書館等に提出します。研究成果概要は、刊行する「年

次報告書」に掲載します。 

３）助成金による研究の成果を発表(論文、口頭)する場合には、当財団の助成を受けたこと

を明示して頂きます。 

 ４）「共同研究奨励金」の受贈者は、助成期間満了年の秋に開催する研究報告会に参加し、

研究成果を報告いただきます。また、「個人研究奨励金」の受贈者には助成期間満了年

の秋に開催する研究報告会への参加をご案内します。 

  ５）助成期間中に産休育休を取得するものについては、助成期間の延長が可能とします。ま

た、研究の事情等により延長が認められることがあります。 
 

16．その他 

１）個人情報の取り扱いについて 

   ①申請書にご記入頂いた個人情報は、当財団「個人情報保護方針」にもとづき、その利

用範囲内で適切に取り扱わせていただきます。 

②法令等で定める場合を除き、個人情報を第三者に提供する場合は、事前に本人の同意

を得て行います。 

  ２）必要に応じて財団ホームページ「学術研究奨励金(研究助成)：よくあるご質問」を参照

ください。 
 

17．お問い合わせ先 

  公益財団法人三島海雲記念財団 

〒150-0012 

東京都渋谷区広尾１－６－１０ ジラッファビル  

TEL: 03-5422-9898     FAX: 03-5422-9733 

E-mail：jinbun@mishima-kaiun.or.jp 
 

 

以上 
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